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業
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給
与
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す
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規
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改
正
す
る
。

規

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

口
県
規
則
第
五
十
二
号

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の

委
規
則

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部

務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る

安
委
規
則

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

目

次

則業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規

委
規
則

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
規
則
第

則

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
知

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

を
改
正
す
る
規
則
…
…
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…

規
則
の
一
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改
正
す
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規
則
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す
る
規
則
…
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…
…
…
…
…

部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課

給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す七

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

に
公
布
す
る
。
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平成

現

年 月 日 金曜日

４
るあ成月

（
そ

５

山 口 県

又受う
３

年十う差

報

（
経

２
受一規日与

（号 外 ）

施
１

業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支

規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適

る
の
は
、
「
調
整
前
に
お
け
る
現

二
十
二
年
山
口
県
規
則
第
五
十
二

額
と
差
額
相
当
額
と
の
合
計
額
」

の
他
）

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

は
受
け
る
職
務
の
級
及
び
号
給
の

け
る
給
料
月
額
と
の
差
額
を
減

。
）
を
そ
の
者
の
給
料
月
額
と
す

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日

調
整
後
給
料
月
額
の
ほ
か
、
現
業

八
年
山
口
県
規
則
第
七
十
八
号

。
）
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

額
相
当
額
を
加
え
た
額
に
達
し
た

過
措
置
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

け
る
給
料
月
額
（
以
下
「
新
給
料

（
以
下
「
旧
給
料
月
額
」
と
い
う
。

部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の

」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
新

改
正
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
改
正

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
調

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ

と
す
る
。

こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
適
用

じ
た
額
（
以
下
「
平
成
二
十
三

る
。

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

）
附
則
第
八
項
の
差
額
相
当
額

た
だ
し
、
新
給
料
月
額
が
平
成

日
以
後
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
（
別

月
額
」
と
い
う
。
）
が
同
日
に

）
に
達
し
な
い
と
き
は
、
現
業

一
年
山
口
県
規
則
第
八
十
三
号

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規

給
料
月
額
が
旧
給
料
月
額
に
達

よ
り
算
出
し
た
新
調
整
後
給
料

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

後
の
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す

整
前
に
お
け
る
給
料
月
額
」
と

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

る
平
成
二
十
三
年
調
整
後
給
料

要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

さ
れ
る
給
料
月
額
と
施
行
日
に

年
調
整
後
給
料
月
額
」
と
い

一
日
ま
で
の
間
、
平
成
二
十
三

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成

（
以
下
「
差
額
相
当
額
」
と
い

二
十
三
年
調
整
後
給
料
月
額
に

り
で
な
い
。

に
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の

お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

。
以
下
「
現
業
職
員
給
与
改
正

則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

す
る
ま
で
の
間
、
現
業
職
員
給

月
額
か
ら
、
施
行
日
に
属
し
、

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
委
員
会
が
任
命
す

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現

規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改

教

育

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現

布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

「
平
成
二
十
一
年
山
口
県
規

改
め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
現
業
職
員
の

職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
給に

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

山
口
県
規
則
第
五
十
三
号

現
業
職
員
の
給
与
の
特

現
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
五
号

る
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（

よ
う
に
改
正
す
る
。

め
る
。

委

員

会

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

十
四
日

に
よ
る
。

則
第
八
十
三
号
」
を
「
平
成
二
十

三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
規

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
お
定い

十
四
日

山
口

例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
山

三

山
口
県
教
育
委
員
会

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

二
年
山
口
県
規
則
第
五
十
二
号
」

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

て
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
後額

県
知
事

二

井

関

成

す
る
規
則

口
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を

会 公 ににに 次

教

育

委

員

会
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５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の

限
り
で
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る

前
に
お
け
る
給
料
月
額
」
と

の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

五
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定

額
」
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

料
月
額
か
ら
、
施
行
日
に
属

用
さ
れ
る
給
料
月
額
と
施
行

年
調
整
後
給
料
月
額
」
と
い

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、

年
調
整
後
給
料
月
額
の
ほ
か

を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十

額
（
以
下
「
差
額
相
当
額
」

成
二
十
三
年
調
整
後
給
料
月

（
経
過
措
置
）

２

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
「

（
以
下
「
旧
給
料
月
額
」
と

の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

号
。
以
下
「
現
業
職
員
給
与

規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「

達
す
る
ま
で
の
間
、
現
業
職

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い

料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の

あ
る
の
は
、
「
調
整
前
に
お
け
る

部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十

に
よ
る
平
成
二
十
三
年
調
整
後
給

し
、
又
は
受
け
る
職
務
の
級
及
び

日
に
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差
額

う
。
）
を
そ
の
者
の
給
料
月
額
と

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月

、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

八
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

と
い
う
。
）
を
給
料
と
し
て
支
給

額
に
差
額
相
当
額
を
加
え
た
額
に

日
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員

新
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
同

い
う
。
）
に
達
し
な
い
と
き
は
、

部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十

改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第

施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お

員
給
与
改
正
規
則
附
則
第
二
項
の

三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

五

て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る

改
正
後
の
教
育
委
員
会
が
任
命
す

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
調

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職

二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

料
月
額
と
差
額
相
当
額
と
の
合

号
給
の
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て

を
減
じ
た
額
（
以
下
「
平
成
二
十

す
る
。

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
平
成
二
十

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

十
四
号
）
附
則
第
八
項
の
差
額
相

す
る
。
た
だ
し
、
新
給
料
月
額
が

達
し
た
日
以
後
に
つ
い
て
は
、
こ

（
別
に
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職

一
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

い
て
新
給
料
月
額
が
旧
給
料
月
額

規
定
に
よ
り
算
出
し
た
新
調
整
後

。 る整員十計 適三三部当平の の額員十のに給



平

改
め

成 年 月 日 金曜日

山
給

の
よ別

山 口

規受給

県 報

教
委
員

則
第

（
施

１（
経

２

（号 外 ）

教
こ
に

山

る
。附

則

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

表
第
一
特
別
支
援
学
校
の
項
及
び

則
の
施
行
の
日
以
後
に
職
員
が
受

け
て
い
た
給
料
月
額
に
つ
い
て
は

人

事

委

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

「
平
成
二
十
一
年
山
口
県
教
育
委
員

十
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一

過
措
置
）

改
正
後
の
教
育
委
員
会
が
任
命
す

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

山

八
号の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員

小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中
「

け
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
適
用

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

員

会

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

会
規
則
第
十
号
」
を
「
平
成
二

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
現
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に

の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則山

六
号職

員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る

口
県
人
事
委
員
会

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

一
・
五
」
を
「
一
・
二
五
」
に

し
、
同
日
前
に
お
い
て
職
員
が

公
布
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
山
口
県
教
育

十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

口
県
教
育
委
員
会

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を

一
第

表
別

給
職
育
教

）
係
関
条
４

第

表
料

教
等

育
教

務
義
の

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第手

当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山

る
。

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
員

者
る

け
受
を

用
適
の

表
額

月
当
手

別

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

十
四
日

十
九
号

正
す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

六

）

人

事

委

員

会
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七



平成 年 月 日 金曜日

表
別

山 口 県 報 （号 外 ）

二
第

給
職

育
教

）
係

関
条

４
第

表
料

員
教

等
育

教
務

義
の

適
の
特

月
当

手
別

者
る

け
受

を
用

表
額

八
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九



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

あ
つ

二
十

通
行

え
、五

山 口

山
山

に
改第

「
第

県 報

こ山

（号 外 ）

十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
印
刷

十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
発
行

附

則

て
は
、
当
該
最
高
速
度
が
政
令
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
各

同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

最
高
速
度
の
道
路
標
識
等
に
よ

る
自
動
車
の
最
高
速
度
（
自
動
車

条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
最
高
速

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
違
反

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部

口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十

正
す
る
。

二
条
第
五
項
中
「
と
き
（
」
の

（
警
察
署
の
下
部
機
構
を
経
由
し
て

三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
規
制
」

の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月

公

安

委

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

附

則

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口

十
一
条
に
規
定
す
る
自
動
車
の

動
車
国
道
の
本
線
車
道
（
以
下

号
に
定
め
る
最
高
速
度
）
よ
り

る
。

る
交
通
の
規
制
（
当
該
最
高
速

が
本
線
車
道
を
通
行
す
る
場
合

度
）
よ
り
低
い
も
の
に
限
る
。

す
る
車
両
の
取
締
り
の
た
め
使

号
を
改
正
す
る
規
則

七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

下
に
「
山
口
県
岩
国
警
察
署
長
又

提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」

の
下
に
「
（
最
高
速
度
の
道
路

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

員

会

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

県

庁

県
知
事

最
高
速
度
（
自
動
車
が
政
令
第

「
本
線
車
道
」
と
い
う
。
）
を

低
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

度
が
政
令
第
十
一
条
に
規
定
す

に
あ
つ
て
は
、
政
令
第
二
十
七

）
の
対
象
か
ら
除
く
車
両

用
中
の
自
動
車

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

は
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に

を
加
え
る
。

標
識
等
に
よ
る
交
通
の
規
制
に

る
。

口
県
公
安
委
員
会

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

の
下
に
「
山
口
県
岩
国
警
察
署

日
か
ら
施
行
す
る
。

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条

長
又
は
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
と
き
（

。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十

一
〇

」七

公

安

委

員

会


